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１ 根拠法令及び国と県の子ども読書活動の推進に関する施策 

 (1) 子どもの読書活動の推進に関する法律（平成 13年法律第 154号） 

 

 （目的）  

第１条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共

団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定める

ことにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子ど

もの健やかな成長に資することを目的とする。  

 （基本理念）  

第２条 子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子どもが、言葉

を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身

に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる

機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための

環境の整備が推進されなければならない。  

 （国の責務）  

第３条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの読書活動の

推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  

 （地方公共団体の責務）  

第４条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏ま

え、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

 （事業者の努力）  

第５条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活動

が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。  

 （保護者の役割）  

第６条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的

な役割を果たすものとする。  

 （関係機関等との連携強化）  

第７条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、

学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努める

ものとする。  

 （子ども読書活動推進基本計画）  

第８条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基本計画」という。）

を策定しなければならない。  

２ 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告する

とともに、公表しなければならない。  
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３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。  

 （都道府県子ども読書活動推進計画等）  

第９条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県におけ

る子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の推進

に関する施策についての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。）を策定す

るよう努めなければならない。   

２ 市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定されてい

るときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画）を基本とする

とともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村におけ

る子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「市町村子ども読書活動推進計

画」という。）を策定するよう努めなければならない。  

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計

画を策定したときは、これを公表しなければならない。  

４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の変更

について準用する。  

  （子ども読書の日）  

第 10 条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが

積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。  

２ 子ども読書の日は、４月 23 日とする。  

３ 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなけれ

ばならない。  

（財政上の措置等）  

第 11 条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必要な

財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 附則 

この法律は、公布の日から施行する。  

 

○ 衆議院文部科学委員会における附帯決議  

政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。  

１ 本法は、子どもの自主的な読書活動が推進されるよう必要な施策を講じて環境を整備してい

くものであり、行政が不当に干渉することのないようにすること。 

２ 民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子どもの読書活動の推進に 

関する施策の確立とその具体化に努めること。 

３ 子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、本と親しみ、本を楽しむことができる環境

づくりのため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に努めること。 

４ 学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主性を尊重すること。 
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５ 子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれの自主的判断に基づき 

提供に努めるようにすること。 

６ 国及び地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業への子どもの参加

については、その自主性を尊重すること。  

 

(2) 国の子ども読書活動の推進に関する施策 

「子どもの読書活動の推進に関する法律（平成 13年法律第 154号）」に基づき、 

平成 25年５月に、「第三次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」が閣 

議決定されました。 

「第二次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」の成果をふまえ、学校

段階が進むにつれて読書離れが進む傾向、地域間の読書活動の取組の差が顕著、学

校図書館資料の整備が不十分などの課題に対応するため、３つの基本的指針と、５

つの子どもの読書活動の推進のための方策が示されました。 

 

３つの基本的指針 

１ 家庭、地域、学校を通じた社会全体における取組 

２ 子どもの読書活動を支える環境の整備 

３ 子どもの読書活動に関する意義の普及 

 

５つの子ども読書活動推進のための方策 

Ⅰ 家庭における子どもの読書活動の推進 

Ⅱ 地域における子どもの読書活動の推進 

Ⅲ 学校等における子どもの読書活動の推進 

Ⅳ 民間団体の活動に対する支援 

Ⅴ 普及啓発活動 

 

  (3) 神奈川県の子ども読書活動の推進に関する施策 

神奈川県は、平成２６年４月に「第三次神奈川県子ども読書活動推進計画」 

を策定しました。計画では「いつもそばに一冊の本を」をスローガンに、３つ 

の基本方針（人づくり、環境づくり、普及啓発の推進）と具体的方策の５つの 

柱（１家庭における子どもの読書活動の推進、２地域における子どもの読書活 

動の推進、３学校等における子どもの読書活動の推進、４関係機関・団体等に 

おける子どもの読書活動の推進、５子どもの読書活動の普及啓発の推進）が示 

されました。 
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２ 計画の意見聴取体制 

 (1) 逗子市子どもの読書活動推進懇話会 

    第二次逗子市子ども読書活動推進計画の策定に際し、広く市民、関係者等の意 

見聴取をすることを目的とした組織で、公募市民、子どもの読書に関わる学校関 

係者、子どもの読書活動の推進について知識経験を有するアドバイザーで構成し

ています。 

                        

(2) 逗子市子どもの読書活動推進懇話会運営要綱            

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、子どもの読書活動の推進に関する法律（平成 13年法律第 154 号）第９条

の規定による市町村子ども読書活動推進計画の策定に際し、広く市民、関係者等の意見を聴取

することを目的に逗子市子どもの読書活動推進懇話会（以下「懇話会」という。）を開催し、

その運営について必要な事項を定めるものとする。 

（参加者） 

第２条 懇話会の参加者は、次に掲げる者とする。 

(１) 公募による市民 

(２) 子どもの読書に関わる学校関係者 

(３) その他教育長が必要があると認めた者 

２ 懇話会への参集の求めは教育長が行い、同一の者に対して継続して求めるものとする。 

 

参加者氏名 内訳 備考  

高橋 和代 公募による市民   

藤瀬 哲朗 
子どもの読書に関 

わる学校関係者 
学校教育課 座 長 

村上 晴美 
教育長が必要がある

と認めた者 
保育課 副座長 

井元 有里 〃 図書館  

 
   

アドバイザー氏名 内訳 備考  

汐﨑 順子 学識経験者 
図書館協議会

委員 
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（座長及び副座長） 

第３条 懇話会に座長及び副座長を置き、参加者の互選により定める。 

２ 座長は、懇話会の会議の進行、調整等を行う。 

３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（アドバイザー） 

第４条 教育長は、懇話会の開催に当たり、子どもの読書活動の推進について知識経験を有する

アドバイザーを置くことができる。 

（協力の要請） 

第５条 教育長は、必要があると認めるときは、参加者及びアドバイザー以外の者に対し、資料

の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 懇話会の庶務は、図書館において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営について必要な事項は、教育長が別に定め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 28年４月１日から施行する。 

（要綱の失効） 

２ この要綱は、平成 30年３月 31日限りでその効力を失う。 
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３ 第二次逗子市子ども読書活動推進計画策定経過 

年 月 日 内      容 

平成 29年 4月 1日 逗子市子どもの読書活動推進懇話会運営要綱施行 

〃 5月 29日 

第 1回逗子市子どもの読書活動推進懇話会 

・座長、副座長の選任 

  座 長 藤瀬 哲朗 

  副座長 村上 晴美 

・第二次計画(案)を提示 

〃 6月 12日 

教育委員会 6月定例会 

・子どもの読書活動推進懇話会の設置及び第二次計画の策定予定

について報告 

〃 6月 29日 

第 1回図書館協議会 

・子どもの読書活動推進懇話会の設置及び第二次計画の策定予定

について報告 

〃 7月 25日 
第 2回逗子市子どもの読書活動推進懇話会 

・第二次計画(案)の意見聴取 

〃 10月 12日 
第 3回逗子市子どもの読書活動推進懇話会 

・意見聴取を踏まえた第二次計画(案)を提示 

〃 11月 14日 
教育委員会 11月定例会 

・第二次計画(案)の概要説明と意見聴取 

〃 11月 17日 
第 2回図書館協議会 

・第二次計画(案)の意見聴取 

〃 12月 1日 
パブリックコメントの実施 

平成 30年 1月 7日 

〃 2月 13日 
第 3回図書館協議会 

・パブリックコメントの結果を踏まえた第二次計画(案)の報告 

〃 3月 日 
教育委員会 3月定例会 

・第二次計画の承認 
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４ 逗子市子どもの読書活動推進懇話会の会議概要 

第１回逗子市子どもの読書活動推進懇話会 

日 時 
平成 29年 5月 29日(月)  

午後 1時 30分～午後 3時 
場 所 市庁舎 5階 第 5会議室 

出席者 
藤瀬座長、村上副座長、高橋参加者、井元参加者、汐﨑アドバイザー 

(事務局) 安田図書館長、鈴木担当課長、利根川専任主査、鳥越主事 

概 要 

1 教育長あいさつ 

2 参加者紹介 

3 座長・副座長の選任  座長 藤瀬哲朗 副座長 村上晴美 

4 議事 

 (1) 懇話会設置趣旨について事務局から説明 

 (2) 子どもの読書活動推進計画策定に向けて事務局から説明 

  ① 関係法令及び施策等について 

  ② 第一次計画の取組み状況について 

  ③ 第二次計画策定スケジュールについて 

  ④ 第二次計画(案)について 

第２回逗子市子どもの読書活動推進懇話会 

日 時 
平成 29年 7月 25日(火) 

 午前 10時～正午 
場 所 市庁舎４階 議会会議室 

出席者 
藤瀬座長、村上副座長、高橋参加者、井元参加者、汐﨑アドバイザー 

(事務局) 安田図書館長、鈴木担当課長、利根川専任主査、鳥越主事 

概 要 1 第二次計画(案)について意見聴取 

第３回逗子市子どもの読書活動推進懇話会 

日 時 
平成 29年 10月 12日(木) 

 午前 10時～正午 
場 所 市庁舎 5階 第 6会議室 

出席者 
藤瀬座長、村上副座長、高橋参加者、井元参加者、汐﨑アドバイザー 

(事務局) 安田図書館長、鈴木担当課長、利根川専任主査、鳥越主事 

概 要 1 第二次計画(案)について最終意見聴取 
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５ ワークショップ報告書 中学生図書委員による「ミンナの本棚！」 

   

  「第二次逗子市子どもの読書活動推進計画」の策定に向け、読書離れが進む中学生

の読書活動を把握するとともに、学校における子どもの読書活動の推進のための取り

組みとして、市内公立中学校の図書委員を対象としたワークショップ「みんなの一箱

展示」を実施したもの。その際に「あなたはどんなことに興味がありますか」をテー

マにしたアンケート調査と意見聴取を実施。 

 

(1)  日 時  平成 28年 6月 8日（水）15:10～16:40 

 

(2)  場 所  久木中学校 図書室 

 

 

(3)  参加者  同校図書委員 28人（1年生 8人、2年生 10人、3年生 10人） 

担 当  逗子市立図書館 （子どもの読書活動推進計画担当）（Ｙ

Ａ担当）久木中学校 教員、学校図書館指導員 

 

(4)  ワークショップ実施概要 

・５班に分かれ、班毎にテーマを決める。 

  A班 リオデジャネイロ 

  B班 死 

  C班 旅 

  D班 宇宙 

  E班 みんなの好きなもの 

   ・テーマに沿った本の収集、展示箱の作成、飾り付け。 

   ・各班から、テーマの説明、工夫したところ、感想発表 

 

(5)  アンケート調査の結果報告 

 

 



変更箇所

Ⅰ  家庭・地域における子どもの読書活動の推進 Ⅰ  家庭・地域における子どもの読書活動の推進

１　家庭における子どもの読書活動の推進 １　家庭における子どもの読書活動の推進

（１）家庭における子どもと本との出会い （１）家庭における子どもと本との出会い

項目
番号

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

1 「ブックスタート」事業への参加 1 乳幼児健診時の読書推進・図書館利用啓発事業の実施 文言変更

2
図書館利用案内「ちいさなお子さまをお連れの方へ」など図書館情報
の提供

2 市が発信する子育て情報へ図書館案内を掲載 文言変更

3 「小さな子ども向けのブックリスト」などの読書にかかる情報の提供 3 子育て支援施設での図書館情報の提供 文言変更

（２）保護者に対する読書のすすめ （２）保護者に対する読書のすすめ

項目
番号

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

4 「親子10分読書」の推進など、家庭における読書の習慣化の推進 4 読み聞かせや読みあいの啓発による、読書の習慣化の推進 文言変更

5 保護者向けのブックトークや読み聞かせ講座などの企画開催 5 保護者向けのブックトークや読み聞かせ講座などの企画開催

２　地域における子どもの読書活動の推進 ２　地域における子どもの読書活動の推進

（１）公民館における読書関連事業の充実 （１）図書館分室における読書関連事業の充実

項目
番号

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

6 公民館図書室の資料の充実

7 子どもにとってより使いやすい公民館図書室の書架レイアウトの工夫

8 児童書の展示コーナーの設置 7 児童書のテーマ展示の実施
コーナー設置済のた
め文言変更

9 ボランティアや図書館員によるおはなし会の開催 8 図書館員やボランティアによるおはなし会の開催 文言変更

10 ボランティアのための読み聞かせ講座等の開催 項目№44に統合

11
逗子市のホームページによる公民館図書室のＰＲ（新刊案内の掲載な
ど）

項目№29に統合

12
リーフレットや推薦図書リストなど、子どもの読書に関する情報の提
供

9
リーフレットや推薦図書リストによる子どもの読書に関する情報の提
供

（２）子ども関連施設や公共施設における読書関連事業の
充実

（２）子ども関連施設や公共施設における読書関連事業の
充実

◆　ほっとスペース・子育て支援センター・保健センター
◆ほっとスペース・子育て支援センター・ふれあいスクール・放課
後児童クラブ・体験学習施設スマイル・療育教育総合センター・文
化プラザホール・市民交流センター

該当施設をまとめて
表記

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

13
ほっとスペース、子育て支援センター、保健センターの図書コーナーの
充実

10
図書コーナーの児童資料の充実 （子育て支援センター・ファミリー
サポートセンター・ふれあいスクール・体験学習施設スマイル・ほっ
とスペース・放課後児童クラブ等）

文言変更
項目№18.24を統合

14
リーフレットや推薦図書リストなど、子どもの読書に関する情報の提
供

11
リーフレットや推薦図書リストなど、子どもの読書に関する情報の提
供

項目№20.27を統合

15 ボランティアや図書館員によるおはなし会の開催 12 ボランティアや図書館員によるおはなし会の実施 項目№21と統合

16 図書館の団体貸出の活用
実態に合わせて項目
削除

17 図書館のリサイクル本の活用 13 図書館のリサイクル本の活用 項目№23.29を統合

◆　ふれあいスクール・放課後児童クラブ

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

18 ふれあいスクール、放課後児童クラブの図書コーナーの充実 項目№10に統合

19 図書コーナーの本の貸出
実態に合わせて項目
削除

20
リーフレットや推薦図書リストなどの子どもの読書に関する情報の提
供

項目№11に統合

21 ボランティアや図書館員による訪問おはなし会の実施 項目№12に統合

22 図書館の団体貸出の活用
実態に合わせて項目
削除

23 図書館のリサイクル本の活用 項目№13に統合

◆　青少年会館・教育研究所

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

24 図書室の本の充実 項目№10に統合

25 落ち着いて楽しめる読書スペースの確保
実態に合わせて項目
削除

26 図書室の本の貸出
実態に合わせて項目
削除

27
リーフレットや推薦図書リストなど、子どもの読書に関する情報の提
供

項目№11に統合

6　逗子市子どもの読書活動推進計画【具体的な取り組み】新旧対照

第一次 第二次

6
分室の実情に合った児童資料の充実、蔵書構成、配架、レイアウトの
工夫

項目№6.7を統一
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変更箇所第一次 第二次

28 図書館の団体貸出の活用
実態に合わせて項目
削除

29 図書館のリサイクル本の活用 項目№13に統合

◆　文化プラザホール

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

30 読書に関するイベントの実施 14 読書に関するイベントの実施

◆　市民交流センター

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

31 読書活動を行う市民団体への支援
第一次でほぼ完全実
施のため項目削除

32 読書活動に係るボランティア情報の提供
第一次でほぼ完全実
施のため項目削除

Ⅱ　図書館における子どもの読書活動の推進 Ⅱ　図書館等における子どもの読書活動の推進
表記を「図書館等」
に変更

１　図書館における子どもの読書活動の推進 １　図書館における子どもの読書活動の推進

（１）発達段階に応じたサービス・行事の充実 （１）発達段階に応じたサービス・行事の充実 

◆　未就学児（乳児 ・幼児） ◆　未就学児（乳児 ・幼児）

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

33 ブックスタート事業の実施 項目№1に統合

34 図書館利用案内「ちいさなお子さまをお連れの方へ」の作成と配布
第一次で完全実施の
ため項目削除

35 小さな子どもを対象としたおはなし会の開催と内容の検討 15 小さな子どもを対象としたおはなし会やイベントの開催と内容の検討
項目統合のため文言
変更

36 乳児や幼児対象のイベントの企画と開催 項目№17に統合

37 幼稚園や保育所の図書館訪問の受け入れ 16 幼稚園や保育所の図書館訪問の受け入れ

38
乳児や幼児対象の推薦本リスト「はじめての絵本」「おひざにだっこ
の絵本」の作成と配布

第一次で完全実施の
ため項目削除

◆　児童 （小学生） ◆　児童 （小学生）

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

39 小学生対象の各種行事開催と内容の見直し 17 小学生対象の各種行事開催と内容の充実 文言変更

40 図書館の資料を使った調べ方講習会や図書館利用ガイダンスの検討 18
図書館の資料を使った調べ方に関する行事や図書館利用ガイダンスの
実施、パンフレットの作成

文言変更

41 ボランティアのための「読み聞かせおすすめの本」の作成と配布 項目№90と統合

42 小学生向け推薦本リストの作成と配布 19 小学生向け推薦本リストの作成と配布

43 おはなし会の内容検討 20 おはなし会の内容、開催時間、対象年齢の検討 文言変更

44 団体貸出による図書館資料の貸出方法の検討
文言変更し、Ⅱ-3-
（2）に移行

45 「子ども読書の日」「こどもの読書週間」などの関連行事の検討
第一次で完全実施の
ため項目削除

46 子どもの図書館カードの登録方法の検討
第一次で完全実施の
ため項目削除

47 小学生対象の利用案内「ようこそ逗子市立図書館へ」の配布
第一次で完全実施の
ため項目削除

48 図書館報「マーメイド通信 じどうしつだより」の発行 21
図書館報「マーメイド通信 じどうしつだより」の発行・各関係機関
への配布

文言変更

（２）ヤングアダルトサービスの充実 （２）ヤングアダルトサービスの充実

◆　ヤングアダルト （おもに中学生・高校生） ◆　ヤングアダルト （おもに中学生・高校生）

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

49 ヤングアダルト世代を対象としたコーナー設置と資料の提供 22 ヤングアダルト世代を対象とした展示の実施
第一次で完全実施の
ため内容変更

50 中学生向けのブックリストの作成と配布　 23 ヤングアダルト世代を対象としたブックリストの作成と配布 文言変更

51 ヤングアダルト世代を対象としたコーナーの広報と案内パンフレットの学
校配布

項目№52と統合

52 図書館報「ＹＡ通信」の作成と発行 24 図書館報「ＹＡ通信」の発行・各関係機関への配布
項目№51と統合、文
言変更

53 図書館ホームページによるヤングアダルト世代への情報発信の検討　 項目№65と統合

54 中・高校生の職場体験の受け入れとヤングアダルトサービスの充実
第一次で完全実施の
ため項目削除
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変更箇所第一次 第二次

（３）図書館の体制づくりと機能の充実 （３）図書館の体制づくりと機能の充実

◆　資料の充実 小分類削除

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

55 ブックリスト掲載本や「読み聞かせおすすめの本」の利用促進
第一次で完全実施の
ため項目削除

56 調べものに役立つ本の購入 25 計画的な資料の購入 文言変更

57 ヤングアダルト世代を対象としたコーナーの資料の充実 項目№77と統合

58 学校向け団体貸出サービス（学校支援パック）の資料の充実 Ⅱ-3-（2）に移動

59
布絵本、さわる絵本、ＣＤ付図書など障がいのある子どもが利用でき
る資料の充実

項目№67と統合

60 外国語の児童図書の充実 Ⅱ-2-（2）に移動

26 子どものレファレンス事例の分類整理・事例集の共有
Ⅱ-3-（1）から移
動・文言変更

◆　子どもにとって使いやすい図書館にするための取り組み 

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

61 子どもの図書館カード登録のための取り組み　
第一次でほぼ完全実
施のため項目削除

62 読みたい本が探しやすい書架レイアウトの工夫
常時取り組み継続の
ため項目削除

63 児童サービス担当職員の配置と研修の実施 27 児童サービス担当職員の研修への参加 文言変更

64 子どもの読書について、司書教諭や学校図書館指導員等との意見交換 28 子どもの読書について、司書教諭や学校図書館指導員等との意見交換

65 図書館ホームページによる子どもへの情報発信の検討 29 図書館ホームページによる子どもへの情報発信 文言変更

２　支援を必要とする子どもの読書活動の推進 ２　支援を必要とする子どもの読書活動の推進

（１）障がいのある子どもの読書活動の推進 （１）障がいのある子どもの読書活動の推進

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

66 障がいのある子どもたちの実態把握と支援策の検討 30 障がいのある子どもたちの読書推進のための方策の検討 文言変更

67
布絵本、さわる絵本、ＣＤ付図書など障がいのある子どもが利用でき
る資料の充実

31
布絵本、さわる絵本、ＣＤ付図書、LLブックなど障がいのある子ども
が利用できる資料の充実

項目№59と統合、文
言変更

68 特別支援学級などへのサービス提供の調査研究 項目№66と統合

69
障がいのある子どもたち（親子教室等）との交流や受け入れ体制の調査
研究

項目№66と統合

（２）日本語を母語としない子どもの読書活動の支援　 （２）日本語を母語としない子どもの読書活動の支援　

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

32 外国語で書かれた絵本や児童図書の充実 Ⅱ-1-（3）から移動

70 日本語を母語としない子どもたちの実態把握と支援策の検討 33
日本語を母語としない子どもたちの実態把握と提供できるサービスの
検討

文言変更

71 外国語の読書環境の整備
第二次項目№32と統
合

72 英語などの外国語パンフレットの作成と配布 34 日本語以外の外国語パンフレットの作成と配布 文言変更

73 日本語を母語としない子どもたちに提供できるサービスの調査研究 項目№70と統合

３　図書館と学校やボランティア団体との連携 ３　図書館と学校やボランティア団体との連携

（１）図書館と学校との連携 （１）図書館と学校との連携

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

74 調べ学習に対応した資料の充実 35 子ども向け郷土資料の収集及びパスファインダーの作成
項目№74.75を統合
し、文言変更

75 子ども向け郷土資料の収集
項目№74.75を統合
し、文言変更

76 学年に応じたブックリストを学校と協働して作成 項目№42と統合

77
学校向け団体貸出サービス（学校支援パック）資料の充実と体制の整
備

36
学校向け団体貸出サービス（学校支援パック）資料の充実と体制の整
備

78 教員のための特別貸出制度の調査研究 項目№77と統合

79 子どものレファレンス事例の分類整理 Ⅱ-1-（3）に移動

80 図書館見学の受け入れと案内配布
第一次で完全実施の
ため項目削除

81 中・高校生の職業体験の受け入れ
第一次で完全実施の
ため項目削除

82 新任教員の社会体験研修の受け入れ
第一次で完全実施の
ため項目削除

83
司書教諭、学校図書館指導員、ボランティアを対象としたアンケート
調査の実施

第二次項目№97に統
合

84 学校の授業計画や年間行事の把握 37 学校の授業計画や年間行事の把握
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変更箇所第一次 第二次

85 図書館イベント情報の発信（図書館報・講座・行事等の案内）
第一次でほぼ完全実
施のため項目削除

86
学校の希望に応じた、図書館員によるおはなし会やブックトークの訪
問実施の検討

38
学校の希望に応じた、図書館員によるおはなし会やブックトークの訪
問実施

87 私立学校に対する読書活動の啓発や情報提供 39 私立学校に対する読書活動の啓発や情報提供

88 市内高等学校との交流や情報交換 40 市内高等学校との交流や情報交換

（２）保護者・ボランティア団体への情報提供・支援 （２）保護者・ボランティア団体への情報提供・支援 

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

89 ボランティアのための特別貸出制度の調査研究 41 読み聞かせボランティア等が使いやすい団体貸出の方法の検討 文言変更

42 ボランティア団体との交流と情報交換の実施 新規追加

90 ボランティアのための「読み聞かせおすすめの本」の作成と配布 43 図書リスト「読み聞かせおすすめの本」の作成と配布 文言変更

91
保護者を対象とするおはなし講座（読み聞かせ、すばなし、ブック
トーク等）の開催

44 おはなし講座（読み聞かせ、すばなし、ブックトーク等）の開催 文言変更

92 読み聞かせの啓発と広報活動の充実
常時取り組み継続の
ため項目削除

Ⅲ　学校等における子どもの読書活動の推進 Ⅲ　学校等における子どもの読書活動の推進

１　幼稚園・保育所における読書活動の推進 １　幼稚園・保育所における読書活動の推進

（１）幼稚園・保育所における読書活動の推進 （１）幼稚園・保育所における読書活動の推進

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

93 幼稚園や保育所での読み聞かせの実施 45 幼稚園や保育所での読み聞かせの実施

94
遊びや劇などを通して物語を体現するなど、読書へつなげる活動の実
施

第一次でほぼ完全実
施のため項目削除

95 家庭における読み聞かせの啓発 46 家庭における読み聞かせの啓発

96 図書館の団体貸出制度の活用 Ⅲ-1-（2）に移動

97
リーフレットや推薦図書リストなどの子どもの読書に関する情報の提
供

47
リーフレットや推薦図書リストなどの子どもの読書に関する情報の提
供

98 ボランティアや図書館員による訪問おはなし会の受け入れ 48
ボランティアや図書館員による訪問おはなし会、または図書館での見
学やおはなし会参加の検討

項目№99と統合、文
言変更

99 図書館見学の実施や図書館でのおはなし会参加の検討 項目№98と統合

（２）幼稚園・保育所における読書環境の整備・充実 （２）幼稚園・保育所における読書環境の整備・充実

◆　資料の充実 ◆　資料の充実

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

100 発達段階に応じた絵本や紙芝居の収集と提供 49 発達段階に応じた絵本や紙芝居の収集と提供

101 計画的な資料の購入 73
実態に合わせて項目
削除

102 図書館のリサイクル本の活用
実態に合わせて項目
削除

50 図書館の団体貸出制度の活用 Ⅲ-1-（1）から移動

２　学校における読書活動の推進 ２　学校における読書活動の推進

（１）読書習慣の確立と読書指導の充実 （１）読書習慣の確立と読書指導の充実

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

103 「子どもの読書活動推進計画」の積極的な取り組み
具体的な項目とする
ため削除

104 司書教諭や学校図書館指導員など教職員による読書指導
具体的な項目とする
ため削除

105 読書活動を取り入れた学習の実施 51 図書館、学校図書室を利用した学習の実施 文言変更

106 学校の実態に応じて、小・中学校での「朝の読書」活動の実施 52 小・中学校での「朝の読書」活動の実施 文言変更

107 ボランティアの協力による小学校での「読み聞かせ」の実施 53 ボランティアの協力による「読み聞かせ」の実施 文言変更

108 保護者への読書に関する情報発信と啓発活動 54 保護者への読書に関する情報発信と啓発活動

109 「学校図書館だより」発行などの広報活動の実施 55 「学校図書館だより」発行などの広報活動の実施

110 「子ども読書の日」の関連行事への取り組み 項目№111と統合

111 「こどもの読書週間」の関連行事の実施 56 「子ども読書の日」「こどもの読書週間」などの関連行事の実施
項目№110と統合し文
言変更

112 読書感想文や感想画コンクールへの取り組み
重点項目ではないと
して項目削除

113 図書委員会活動の充実 57 図書委員会活動の充実
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変更箇所第一次 第二次

（２）学校図書館の体制づくりと機能の充実 （２）学校図書館の体制づくりと機能の充実

◆　資料の充実 ◆　資料の充実

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

114 学校図書館の資料等の充実 58 学年に応じた読み物や紙芝居等の充実 文言変更

115 計画的な資料の購入 59
子どもの学習活動・読書活動に対応できる蔵書構成の充実、計画的な
資料の購入

文言変更

116 図書館との連携による選書基準、廃棄基準及びマニュアルの作成 60 選書基準、廃棄基準及びマニュアルの作成 文言変更

117 各教科の調べ学習に役立つ資料の充実 61 各教科の調べ学習に役立つ資料の充実

118 図書館の団体貸出制度の利用 62 図書館の団体貸出制度の活用

119 図書館のリサイクル本を活用した学級文庫の充実 63 図書館のリサイクル本の活用 文言変更

◆　学校図書館の機能・設備の充実 ◆　学校図書館の機能・設備の充実

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

120 読みたい本が探しやすく、子どもにとってより使いやすい配架の工夫 64 読みたい本が探しやすく、子どもにとってより使いやすい配架の工夫

121 学校図書館運営について学校間での情報交換や図書館との連携 65 学校図書館運営について学校間での情報交換や図書館との連携

122 ボランティアの受け入れ体制の整備 項目№123と統合

123 ボランティアとの協働による学校図書館活動の充実 66 ボランティアとの協働による学校図書館活動の充実

124 市立小・中学校への学校図書館指導員の継続配置 67 市立小・中学校への学校図書館指導員の継続配置

125 市立小・中学校への司書教諭の継続配置 68 市立小・中学校への司書教諭の継続配置

126 県に対し市立小・中学校への専任司書教諭の配置要望
実施予定なしのため
項目削除

127 蔵書のデータベース化、学校間でのネットワークシステム導入の検討 項目№143と統合

128 司書教諭や学校図書館指導員の研修の実施 69 司書教諭や学校図書館指導員の合同研修や情報交換の実施
項目№141と統合し文
言変更

３　支援を必要とする子どもの読書活動の推進 ３　支援を必要とする子どもの読書活動の推進

（１）障がいのある子どもの読書活動の推進　 （１）障がいのある子どもの読書活動の推進　

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

129 障がいのある子どもたちの実態把握と環境整備の拡充 70
障がいのある子どもたちの実態把握と読書推進のための方策の検
討

文言変更

130
布絵本、さわる絵本、ＣＤ付図書など障がいのある子どもが利用
できる資料の購入

71
布絵本、さわる絵本、ＣＤ付図書、LLブックなど障がいのある子
どもが利用できる資料の購入

文言変更

131
県立図書館ネットワークシステムの利用やライトセンターの点字
資料などの活用検討

前2項目に重点を置く
ため項目削除

（２）日本語を母語としない子どもの読書活動の支援 （２）日本語を母語としない子どもの読書活動の支援

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

132 日本語を母語としない子どもたちへの支援 72
日本語を母語としない子どもたちの実態把握と提供できるサービスの
検討

文言変更

133 外国語の資料の充実 73 外国語で書かれた絵本や児童図書の充実 文言変更

４　学校と図書館との連携 ４　学校と図書館との連携

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

134 図書館の学校向け団体貸出サービス（学校支援パック）の活用 74 図書館の学校向け団体貸出サービス（学校支援パック）の活用

135 図書館員による訪問おはなし会やブックトークなどの実施の検討 75 図書館員による訪問おはなし会やブックトークなどの実施 文言変更

136 図書館利用ガイダンスなどへの参加の検討 項目№138と統合

137 ボランティアの育成と支援（おはなし講座の開催、講師紹介など） 76 ボランティアの育成と支援（おはなし講座の開催、講師紹介など）

138 希望する小学校での図書館見学の実施 77 図書館見学や図書館利用ガイダンスの実施
項目№136と統合、文
言変更

139 中・高校生の職業体験などの実施
第一次で完全実施の
ため項目削除

140 学年に応じたブックリストを図書館と協働して作成し配布 項目№42と統合

　　　　

５　学校図書館のネットワーク化 ５　学校図書館のネットワーク化

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

141 各学校の司書教諭や学校図書館指導員の交流と情報交換 項目№128と統合

142 各学校における計画的な資料購入 項目№115と統合

143 各学校図書館資料のデータベース化の検討 78 各学校図書館資料のデータベース化の検討

79 各学校図書館と図書館をつなぐ物流の確保 新規追加
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変更箇所第一次 第二次

Ⅳ　関係機関・団体等と連携した子どもの読書活動の推進 Ⅳ　関係機関・団体等と連携した子どもの読書活動の推進

１　関係機関・団体等と図書館との連携・協力 １　関係機関・団体等と図書館との連携・協力

＊関係機関・団体に含まれる具体の施設：文化プラザホー
ル・市民交流センター・体験学習施設・療育教育総合セン
ター・放課後児童クラブ・ふれあいスクール・ほっとス
ペース・子育て支援センター・放課後デイサービス

　（１）　関係機関・団体等と図書館との連携した取り組み 　（１）　関係機関・団体等と図書館との連携した取り組み

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

144 幼稚園や児童福祉施設等、関連機関による図書館リサイクル本の活用 Ⅰ-2に移動

145 図書館員による訪問おはなし会やブックトークなどの受け入れの検討
Ⅳ-1-（2）に重点を
置くため項目削除

146 図書館の団体貸出サービスの活用 80 図書館の団体貸出サービスのＰＲ 文言変更

147 図書館でのボランティア受入体制の検討 81 図書館でのボランティアと連携した活動の継続 文言変更

148 図書館フレンズと図書館との「古本リサイクル市」の共催実施 82 図書館フレンズ逗子と図書館との「古本リサイクル市」の共催実施

83 子どもに関わる機関や団体の実施するイベントへの協力（展示など） 新規追加

　（２）　関係機関・団体等への啓発・情報提供 　（２）　関係機関・団体等への啓発・情報提供

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

149 子どもに関わる機関や団体への読書活動の啓発 84 子どもに関わる機関や団体の読書活動の実態把握 文言変更

150 子どもに関わる機関や団体への図書館の情報の提供 85 子どもに関わる機関や団体への図書館の情報の提供

151 市民交流センターでのボランティア情報の提供
第一次で完全実施の
ため項目削除

Ⅴ　推進体制の整備 Ⅴ　推進体制の整備

取り組み内容
項目
番号

取り組み内容

152 成果の検討と評価 86 個々の成果の検討と評価 文言変更
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